
「
佐
久
平
斎
場
」供
用
開
始

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
佐
久
平
斎
場
の
供
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

現
行
の
高
峯
苑
お
よ
び
豊
里
苑
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
３
月
末
で
閉
鎖
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
運
営
管
理
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
佐
久
広
域
連
合
が
行
い
ま
す
。

　

佐
久
平
斎
場
で
は
、
火
葬
予
約
受
付
シ
ス
テ
ム
が

導
入
さ
れ
、
24
時
間
３
６
５
日
火
葬
の
予
約
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
仮
予
約
は
佐
久
広
域
連
合
が

指
定
し
た
葬
祭
業
者
お
よ
び
霊
柩
業
者
が
行
い
ま
す
。

　

葬
祭
業
者
を
介
さ
な
い
場
合
は
、
役
場
で
予
約
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

仮
予
約
後
は
今
ま
で
ど
お
り
、
役
場
で
の
斎
場
・

霊
柩
車
使
用
許
可
申
請（
本
予
約
）の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

必
ず
死
亡
届
、
埋
火
葬
許
可
申
請
と
併
せ
、
本
予

約
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先　佐久広域連合事務局庶務課施設係　0267（62）7721

　

ペ
ッ
ト
の
火
葬
の
受
付
は
、
佐
久
平
斎
場
で
行
い

ま
す
。
事
前
に
電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

場　
　

所　

佐
久
市
長
土
呂
８
７
５
番
地
１

　

開
場
時
間　

午
前
８
時
〜
午
後
５
時
15
分

　

斎
場
お
よ
び
霊 

柩
車
使
用
料
等
の
各
種
使
用
料
は
、

火
葬
当
日
に
佐
久
平
斎
場
受
付
窓
口
に
お
い
て
、
現

金
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

ペ
ッ
ト
火
葬
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

仮
予
約
後
は
市
町
村
役
場
で

 

手
続
き
が
必
要
で
す

24
時
間
３
６
５
日
火
葬
の

 

仮
予
約
が
で
き
ま
す

ペ
ッ
ト
火
葬

施
設
概
要

使
用
料
の
支
払
い
は
、
火
葬
当
日
、

 

佐
久
平
斎
場
で

一　般

①午前 8時30分　②午前9時
③午前 9時30分　④午前11時
⑤午前11時30分　⑥正午
⑦午後 1時30分

ペット 午後3時以降

【火葬時間】

【佐久平斎場の使用料金】
（佐久広域連合組織市町村の住民）

火葬
（※1）

12歳以上 23,000円
12歳未満 18,000円
死産児・胞衣等 11,000円

多目的室 2時間まで6,000円 
以降1時間ごとに3,000円を加算

霊 安 室 24時間まで3,000円
以降12時間ごとに1,500円を加算

ペット
火葬

（合同火葬）

10㎏以下  4,000円
10㎏超～20㎏  7,000円
20㎏超～30㎏ 11,000円
以降5㎏ごとに2,000円を加算

※1「告別・拾骨室」および「待合室」の使用を含む

【霊柩車使用料金】
（佐久広域連合組織市町村の住民）

※2  佐久広域連合が運行する霊柩車（特別車「リ
ムジン車」を除く）を利用した場合の料金。
佐久平斎場へは宮型霊柩車の乗り入れはで
きません。

霊柩車
使用料

片道（1回） 11,800円
往復（1回） 16,900円
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種　別 記載対象 番号の記載および提出時期
所得税
（国税）

平成28年1月1日の属する年分
以降の申告書から

平成28年分の場合
⇒ 平成29年2月16日から3月15
日まで

　 （個人住民税および個人事業税
は平成29年3月15日まで）

個人住民税
（地方税）
個人事業税
（地方税）
法人税
（国税）

平成28年1月1日以降に開始す
る事業年度に係る申告書から

平成28年12月末決算の場合
⇒ 平成29年2月28日まで
　 （延長法人は平成29年3月31
日まで）

法人住民税
（地方税）
法人事業税
（地方税）

法定調書
（国税）

平成28年1月1日以降の金銭等
の支払等に係る法定調書から

（例） 平成28年分特定口座年間取
引報告書

⇒平成29年1月31日まで
支払報告書
（地方税）

平成28年分の支払報告書から
（例）平成28年分給与支払報告書
⇒平成29年1月31日まで

申請書・届出書
（国税・地方税）

平成28年1月1日以降に提出す
べき申請書等から

各税法に規定されている提出期限

　

所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
時
期
で

す
。
皆
さ
ま
は
も
う
、
申
告
を
済
ま

せ
た
で
し
ょ
う
か
。
確
定
申
告
が
必

要
な
の
に
期
限
ま
で
に
申
告
を
済
ま

せ
な
い
と
無
申
告
加
算
税
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
期
限
内
に
正
し

い
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
区
ご
と
に
指
定
日
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
広
報
や

ま
ゆ
り
２
月
号（
２
ペ
ー
ジ
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

期
間

　

３
月
15
日（
火
）ま
で

　
　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間

【
午
前
の
部
】

　

午
前
８
時
30
分
〜
11
時

　
　
（
相
談
開
始　

午
前
９
時
）

【
午
後
の
部
】

　

正
午
〜
午
後
４
時

　
　
（
相
談
開
始　

午
後
１
時
）

場
所

　

受
付
会
場 

役
場
第
２
会
議
室

　

申
告
会
場 

役
場
第
３
会
議
室

※ 

毎
週
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
申

告
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
指
定

日
に
相
談
で
き
な
い
方
は
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
住
民
税
係（
内
線
42
・
43
）

　

町
で
は「
な
が
の
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
県
民
会
議
」と
連
携
・
協
働
し
、
子
育

て
家
庭
が
買
い
物
な
ど
の
際
に
カ
ー
ド
を
提
示
す
れ
ば
、
割
引
な
ど
各
種
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る「
な
が
の
子
育
て
家
庭
優
待
パ
ス
ポ
ー
ト
事
業
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。
平
成
28
年
４
月
か
ら
は
、
県
外
で
も
新
パ
ス
ポ
ー
ト
カ
ー
ド
を
提
示

す
る
こ
と
で「
全
国
共
通
ロ
ゴ
マ
ー
ク
」提
示
店
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

全
国
展
開
で
の
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
「
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
メ
ニ
ュ
ー
」

　

未
就
学
児
の
い
る
世
帯
が
外
出
時
に
困
ら
な
い
よ
う
、
全
国
で
受
け
ら
れ
る

サ
ー
ビ
ス
で
す
。（
例
：
粉
ミ
ル
ク
の
お
湯
の
提
供 

な
ど
）

パ
ス
ポ
ー
ト
対
象
世
帯
の
拡
大

　

妊
婦
へ
の
母
子
手
帳
交
付
に
あ
わ
せ
配
布
し
ま
す
。

新
パ
ス
ポ
ー
ト
を
配
布
し
ま
す

　

平
成
28
年
３
月
下
旬
に
御
代
田
町
に
お
住
ま
い
の
18
歳
未
満
の
子
ど
も（
18

歳
に
達
す
る
年
度
の
３
月
ま
で
）が
い
る
世
帯
に
送
付
し
ま
す
。

　

事
業
者
は
、
平
成
28
年
１
月
以
降
、
従
業
員
の
健
康
保
険
お
よ

び
厚
生
年
金
等
の
加
入
手
続
き
や
、
給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
手

続
き
を
行
う
た
め
に
個
人
番
号
や
法
人
番
号
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
事
業
者
は
従
業
員
な
ど
報
酬
の
支
払
先
か
ら
個
人

番
号
や
法
人
番
号
の
提
供
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
住
民
税
係（
内
線
42
・
43
）

確
定
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

事
業
者
は
従
業
員
な
ど
か
ら

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）の

提
供
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す

な
が
の
子
育
て
家
庭
優
待
パ
ス
ポ
ー
ト

事
業
を
全
国
展
開
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先　

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
・
74
・
76
）

パスポートカード提示

県外子育て家庭 県外店舗

実施市町村
ながの子ども・子育て応援県民会議

子育て家庭店　舗

現行・県内

サ－ビスサ－ビス来店 来店

制度・協賛店舗
のPR

パスポートカード
配布

●商品の割引
● ポイントカード
割増
● ドリンク、お菓子
　無料サービス
● 授乳、おむつ交換
場所
 など

優待サービス

協賛ポスター
協賛ステッカー
 配布
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